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平成20年度 厚生労働省税制改正要望項目  

第1 新健康フロンティア戦略等に基づく国民の健康の増進  

第2 次世代育成を支援する少子化対策の推進  

第3 成長力加速プログラム・イノベーション25の推進  

第4 健康な生活と安心で質の高い医療の確保  

第5 誰もが安心して働ける労働環境の整備  

★第6 高齢者が生き生きと安心して蔓らせる福祉社会の実現（Plα  

第7 各種施策の推進   



※…他省庁との共同要望  

∠コンテ′ア邸磨筈ノ⊂三夢ブく厨房の虐虜の腰遭  

①特定健診・特定保健指導に係る費用の医療費控除の適用〔所得税、個人住   

民税〕  

「医療・介護サー ビスの質向上・効率化プログラム」に掲げられた目  

標の達成及び「新健康フロンティア戦略」に掲げられた指標の改善を図  

るため、高齢者の医療の確保に関する法律に基づき医療保険者が平成20  

年度から行うメタポリックシンドロームに着目した健診・保健指導（特  

定健診・特定保健指導）に係る費用の自己負担分を、医療費控除の対象  

とする。  

②産科医療補償制度における患者に対する補償金等に係る税制上の所要の措   

置〔所得税、法人税、相続税、個人住民税、法人住民税、事業税〕  

通常の妊娠・分娩にもかかわらず脳性麻痺になった場合に患者を救済  

する産科医療補償制度の補償金について、所得税・個人住民税を非課税  

とする等の税制上の所要の措置を講ずる。  

＊ 産科医療補償制度：通常の妊娠・分娩にもかかわらず脳性麻痺になった場合  

に、損害保険を活用して患者を救済する制度。公的な補償制度に準ずるものと  

して国が支援して創設の準備を進めているもの。  

③分娩取扱医療機関の正常分娩等の自由診療報酬に係る非課税措置の創設   

〔事業税〕  

少子化対策として産科・産婦人科医療支援の充実、地域において安全   

・安心な「お産」ができる体制を維持するため、分娩を取扱う医療機関  

の産科・産婦人科における正常分娩等の自由診療報酬に係る非課税措置  

を創設する。  

④たばこ対策としてのたばこ税の税率の引上げ〔たばこ税、地方たばこ税〕  

「たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約」の批准国としてたば  

こ対策を強力に進めていくことが求められていることや、「健康日本21」  

において成人の喫煙に関する目標が設定され、「がん対策推進基本計画」  

においてもたばこ対策が重要な位置づけとされていることを踏まえ、喫  

煙率の減少のためにたばこ税及び地方たばこ税の税率を引き上げる。  
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を．露穿す多少デ緻対岸の据置  

①「子どもと家族を応援する日本」重点戦略の策定に伴う税制上の所要の措   

置〔所得税、個人住民税、不動産取得税、固定資産税など〕  

総合的な少子化対策を推進する一環として、働き方の改革によるワー  

ク・ライフ・バランスの実現、包括的な次世代育成支援の制度的な枠組  

みの構築等を図るため、平成19年内を目途に策定する「子どもと家族  

を応援する日本」重点戦略を踏まえ、税制上の所要の措置を講ずる。  

② 社会的養護体制の見直しに関する児童福祉法等の改正に伴う税制上の所要   

の措置〔所得税、個人住民税、不動産取得税、固定資産税など〕  

社会的養護体制の質と量を拡大し、家庭的な環境の中で行う養育体制  

の質の向上、量の確保を図るため、税制上の所要の措置を講ずる。  

③ 産科医療補償制度における患者に対する補償金等に係る税制上の所要の措   

置〔所得税、法人税、相続税、個人住民税、法人住民税、事業税〕（再掲）  

通常の妊娠・分娩にもかかわらず脳性麻痩になった場合に患者を救済  

する産科医療補償制度の補償金について、所得税・個人住民税を非課税  

とする等の税制上の所要の措置を講ずる。  

④ 分娩取扱医療機関の正常分娩等の自由診療報酬に係る非課税措置の創設   

〔事業税〕（再掲）  

少子化対策として産科・産婦人科医療支援の充実、地域において安全  

・安心な「お産」ができる体制を維持するため、分娩を取扱う医療機関  

の産科・産婦人科における正常分娩等の自由診療報酬に係る非課税措置  

を創設する。  
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者3 願力勿遂プログラム・′ノベータヨン25の磨遭  

※①試験研究費の総額に係る税額控除制度の拡充〔所得税、法人税〕  

試験研究費総額の一定割合を税額控除する制度について、医薬品・医  

療機器企業等の試験研究を活性化するため、以下の措置等を講ずる。  

（i）試験研究費に係る税額控除限度額（現行所得税額・法人税額の2  

0％まで）の上限を引き上げる。  

（元）現行の控除率の上乗せ措置（試験研究費の増加分に対して5％上  

乗せ）について、適用期限の延長等を行う。  

（通）控除限度超過額の繰越可能期間（現行は次年度まで）を適切な期  

間（原則3年まで）に延長する。  

※②特別試験研究に係る税額控除制度の拡充〔所得税、法人税〕  

大学・公的研究機関等と行う共同試験研究及びこれらに対する委託試  

験研究に関し、これらの試験研究費の一定割合を税額控除する制度につ  

いて、医薬品・医療機器企業等の試験研究を活性化するため、以下の措  

置等を講ずる。  

（i）試験研究費に係る税額控除限度額（現行所得税額・法人税額の2  

0％まで）の上限を引き上げる。  

（正）控除限度超過額の繰越可能期間（現行は次年度まで）を適切な期  

間（原則3年まで）に延長する。  

※③人材投資促進税制の適用期限の延長及び拡充〔所得税、法人税、法人住民  

税〕  

人材投資促進税制の適用期限を3年間延長するとともに、以下の措置  

を講ずる。  

（i）中小企業については、教育訓練費の増減に関わらず、教育訓練費  

に対し税額控除を行う制度に拡充する。  

（止）技能承継のための教育訓練費を支援対象に追加する。  
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※④バイオテクノロジー試験研究設備に係る課税標準の特例措置の延長〔固定  

資産税〕  

バイオテクノロジーの研究において生ずるおそれのある公共への危害  

について、それを防止するために必要な設備を新たに取得した場合等の  

固定資産税の軽減措置（3年間に限り課税標準を5／6に軽減）につき、  

その適用期限を2年間延長する。   

※⑤産業活力再生特別措置法に係る税制上の特例措置の適用期限の延長〔登録  

免許税〕  

産業活力再生特別措置法に係る税制上の特例措置（株式会社の資本金  

額の増加に関する登録免許税率の軽減等）の適用期限を平成27年度末  

までの8年間延長する。   

※⑥移転価格税制の納税猶予制度に伴う税制上の所要の措置〔法人住民税、事  

業税〕  

外国の関連会社との取引において移転価格を適用することによって生  

じる二重課税について、二国間の調整が済むまでの間、納税を猶予する  

制度を導入する。  

⑦国立高度専門医療センターの独立行政法人化に係る非課税措置の創設〔所  

得税、法人税、法人住民税、事業税など〕  

各国立高度専門医療センターが平成22年度に独立行政法人へ移行す  

ることに伴い、これまでに国から移行した他の独立行政法人と同様に税  

制上の所要の措置を講ずる。  

⑧障害者雇用促進法の改正に伴う、障害者を雇用する事業所に係る税制上の  

優遇措置における対象障害者の範囲の拡充等〔所得税、法人税、不動産取  

得税、固定資産税、事業所税〕  

短時間労働及び派遣労働に係る障害者雇用率制度の適用の拡充等を踏  

まえ、現行の障害者多数雇用事業所に係る税制上の優遇措置についても、  

対象となる障害者や労働者の範囲を拡充する等、税制上の所要の措置を  
講ずる 

。  

⑨障害者の「働く場」に対する発注等促進税制の創設〔所得税、法人税、法  

人住民税〕  

企業が、障害者自立支援法の就労継続支援を行う事業所等、障害者雇  

用促進法の特例子会社及び重度障害者多数雇用事業所に、発注・業務委  

託を増加させた場合に当該増加額の一定割合の税額控除を認める等の措  

置を講ずる。  
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と＿安也ノア質の′各往医療の虐傑  

1 医療法人制度の充実  

①社会医療法人に係る非課税措置等の創設〔所得税、法人税、相続税、法人   

住民税、事業税〕  

平成20年度から都道府県が新たに見直す医療計画に基づき、地域に  

おいて確保が困難な医療を担う社会医療法人について、以下の措置を講  

ずる。  

（i）社会医療法人の医療保健業に係る法人税を非課税とし、収益業務  

の法人税率を軽減する（30％→22％）。  

（止）社会医療法人に寄附をした者の所得からの寄附金を控除する。  

（血）社会医療法人に相続財産を寄附した場合の相続税を非課税とす  

る。  

（如）社会医療法人に寄附をした法人について当該寄附金を一般の損金  

算入限度額とは別に損金算入する。  

②改正医療法に基づ＜新たな医療法人への円滑な移行のための課税判定基準   

の見直し等〔所得税、法人税、相続税、贈与税、個人住民税、法人住民税、   

事業税〕、  

非営利性を徹底した新たな医療法人類型（基金拠出型医療法人等）に  

っいて、現行の医療法人から円滑な移行を促進するため、贈与税課税の  

判定基準を緩和すること、みなし配当所得課税の繰り延べ措置を行うこ  

と、法人出資者が出資持分を放棄する場合には寄附金に該当しないこと  

等の見直しを行う。  

③特定医療法人に係る非課税措置の創設〔法人税、法人住民税〕  

公益性の高い特定医療法人への移行を促進するため、特定医療法人の  

医療保健業に係る法人税を非課税とする。  

④医療法人に係る法人税率の引下げ〔法人税、法人住民税〕  

医療法に基づき設立される医療法人について、その経営の安定を図る  

とともに医療法人の活動を推進するため、医療法人の法人税率を公益法  

人の収益事業と同率の22％に軽減する。  
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⑤救急医療用ヘリコプターに係る助成金交付事業を行う法人に対する寄附に   

係る寄附金控除の創設等〔所得税、法人税、相続税、法人住民税、事業税〕  

救急医療の充実を図るため、救急医療用ヘリコプターを用いた救急医  

療の確保に関する特別別措置法に基づく助成金交付事業を行う法人につ  

き、当該法人に対する寄附の促進のために、以下の措置を講ずる。  

（i）当該法人に寄附をした個人の所得から寄附金を控除する。  

（邑）当該法人に相続財産を寄附した場合の相続税を非課税とする。  

（血）当該法人に寄附をした法人において、一般の損金算入限度額とは  

別に当該寄附金を損金算入する。  

2 医療IT化の促進  

※①情報基盤強化税制の適用期限の延長〔所得税、法人税、法人住民税〕  

医療機関等の個人・法人が、取得価額300万円以上のレセプトオン  

ライン化のためのソフトウェア・ハー ドウェアを取得した等の場合に、  

その取得価額の10％の税額控除又は50％の特別償却を認める特例措  

置について、その適用期限を2年間延長する。  

※②中小企業投資促進税制の適用期限の延長及び拡充〔所得税、法人税、法人  

住民税〕  

医業、医薬品・医療機器産業、生活衛生関係営業等を行う中小企業者  

が、一定規模以上の機械装置、普通貨物自動車等を取得した場合に、そ  

の取得価額の7％の税額控除又は30％の特別償却を認める特例措置に  

ついて、その適用期限を2年間延長する。また、対象ソフトウェアの拡  

充の措置等を行う。  
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3 医療提供体制の充実  

①産科医療補償制度における患者に対する補償金等に係る税制上の所要の措   

置〔所得税、法人税、相続税、個人住民税、法人住民税、事業税〕（再掲）  

通常の妊娠・分娩にもかかわらず脳性麻痩になった場合に患者を救済  

する産科医療補償制度の補償金について、所得税・個人住民税を非課税  

とする等の税制上の所要の措置を講ずる。  

② 分娩取扱医療機関の正常分娩等の自由診療報酬に係る非課税措置の創設   

〔事業税〕（再掲）  

少子化対策として産科・産婦人科医療支援の充実、地域において安全   

・安心な「お産」ができる体制を維持するため、分娩を取扱う医療機関  

の産科・産婦人科における正常分娩等の自由診療報酬に係る非課税措置  

を創設する。  

③病院・診療所の建物の耐用年数の短縮〔所得税、法人税、個人住民税、法   

人住民税．、事業税、固定資産税〕  

病院・診療所の建物について、現行の法定耐用年数より短い期間で使  

用を終えている実態も踏まえ、償却資産の費用負担を適正に配分するた  

め、法定耐用年数を実態に即した年限に短縮する。  

※④エネルギー需給構造改革投資促進税制の適用期限の延長等〔所得税、法人  

税、法人住民税〕  

医療法人が運営する病院等のCO2の排出削減に向けた取組を支援す  

るため、エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却  

（30％）又は税額控除（7％）を認める特例措置の適用期限を2年間  

延長する等の措置を講ずる。  

※⑤病院等建物に係る耐震改修促進税制の延長〔所得税、法人税〕  

事業用建築物に対する耐震改修工事で工事費用が一定規模のものにつ  

いて、当該工事に要した費用のうち一定額（10％）の特別償却を認め  

る特例措置の適用期限を2年間延長する。  
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※⑥ 医療機関が取得した地震防災対策用資産に係る課税標準の特例措置の延長  

及び拡充〔所得税、法人税、固定資産税〕  

地震等の災害時において、病院・診療所の医療機能を低下させないた  

め、医療機関が防災対策用資産を取得した場合に受ける特例措置につい  

て、その適用期限を2年間延長するとともに、対象施設に備蓄倉庫及び  

自家発電装置を追加する。  

⑦社会保険診療報酬等に係る消費税のあり方の検討〔消費税〕  

社会保険診療等は国民に必要な医療を提供する高度の公共性を有して  

いることから消費税は非課税とされ、医療機関や保険薬局の仕入れに係  

る消費税については社会保険診療報酬において措置されているところで  

あるが、今後、消費税を含む税体系の見直しが行われる場合には、社会  

保険診療報酬等に係る消費税に関する仕組みや負担等を含め、そのあり  

方について速やかに検討する。  

⑧ 病院勤務医の休日・夜間勤務手当等に係る非課税措置の創設〔所得税、個   

人住民税二〕  

医師確保対策の一環として、小児救急を始めとする救急病院において、  

多忙な勤務に従事する医師に対し、休日・夜間勤務手当等に係る所得税  

・個人住民税を非課税とする。  

⑨社会保険診療報酬に係る非課税措置の存続〔事業税〕  

医療とりわけ社会保険診療の高い公共性にかんがみ、社会保険診療報  

酬に係る事業税の非課税措置を存続する。  

⑩医療法人の社会保険診療以外部分に係る軽減措置の存続〔事業税〕  

医療事業の安定性・継続性を高め、良質かつ適切な医療を効率的に提  

供する体制の確保に資する医療法人制度を支援するため、医療法人の社  

会保険診療以外部分に係る事業税の軽減措置を存続する。  
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⊥箸5 房吉カて安心Jレア膠／プる労膠厨房の髪膚  

① 障害者雇用促進法の改正に伴う、障害者を雇用する事業所に係る税制上の   

優遇措置における対象障害者の範囲の拡充等〔所得税、法人税、不動産取   

得税、固定資産税、事業所税〕（再掲）  

短時間労働及び派遣労働に係る障害者雇用率制度の適用の拡充等を踏  

まえ、現行の障害者多数雇用事業所に係る税制上の優遇措置についても、  

対象となる障害者や労働者の範囲を拡充する等、税制上の所要の措置を  

講ずる 
。  

②障害者の「働く場」に対する発注等促進税制の創設〔所得税、法人税、法   

人住民税〕（再掲）  

企業が、障害者自立支援法の就労継続支援を行う事業所等、障害者雇  

用促進法の特例子会社及び重度障害者多数雇用事業所に、発注・業務委  

託を増加させた場合に当該増加額の一定割合の税額控除を認める等の措  

置を講ずる。  

※③勤労者が使用者等から住宅資金の貸付け等を受けた場合の経済的利益等に  

関する課税特例措置の適用期限の延長〔所得税、個人住民税〕  

給与取得者等が自己の居住の用に供する住宅等の取得をする際に、使  

用者から受ける無利息の貸付等の経済的利益等に関する非課税措置の適  

用期限を2年間延長する。  

※④新築住宅に対する固定資産税の減額措置に係る適用期限の延長〔固定資産  

税〕  

一定の要件を満たす新築住宅に対する固定資産税の減額措置の対象と  

なる住宅の建築期限を2年間延長する。  
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き生きと＿安心Jし丁ぎら好古窟忍＃■会の二穿原  

①後期高齢者医療制度の創設に伴う低所得者に対する軽減措置についての配   

慮等〔国民健康保険税〕  

後期高齢者医療制度の創設に伴い、従来軽減を受けていた世帯につい  

て、従前と同様の軽減措置を一定期間受けることができる等、所要の措  

置を講ずる。  

②特別養護老人ホームの設置主体の見直しに伴う税制上の所要の措置〔登録   

免許税、不動産取得税、固定資産税、都市計画税〕  

老人福祉法改正により特別養護老人ホームを設置することができる主  

体を見直した場合の当該設置者に対する税制上の取扱いについて、所要  

の措置を講ずる。  

③介護費用に係る所得控除制度の創設〔所得税、個人住民税〕  

要援護高齢者・障害者の介護に要する費用に係る控除制度を創設する。  

④民間介護保険加入者に係る所得控除制度の創設〔所得税、個人住民税〕  

民間介護保険の加入者の支払保険料に対し、現行の生命保険料控除と  

は別枠の所得控除（所得税5万円、個人住民税3．5万円）を創設する。  

⑤平成21年度までの基礎年金国庫負担割合2分の1の実現を図るための必   

要な税制上の整備  

平成16年年金制度改正で定められた、平成21年度までの基礎年金  

国庫負担割合の2分の1を実現するために、所要の安定した財源を確保  

する税制上の整備を図る。  

※⑥厚生年金基金、確定拠出年金、確定給付企業年金、勤労者財産形成給付金  

及び勤労者財産形成基金に係る積立金に対する特別法人税の撤廃〔法人税、  

法人住民税〕  

厚生年金基金、確定拠出年金、確定給付企業年金、勤労者財産形成給  

付金及び勤労者財産形成基金の積立金に対する特別法人税を撤廃する。  
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※⑦企業型確定拠出年金における個人拠出の導入に係る掛金等の所得控除の適  

用〔所得税、個人住民税〕  

現在、企業型確定拠出年金については、個人拠出が認められていない  

が、現行の拠出限度額（他の企業年金なし：4．6万円、他の企業年金  

あり：2．3万円）の枠内、かつ、事業主の掛金を超えない範囲で認め、  

これを所得控除の対象とする。  

※⑧個人型確定拠出年金の加入対象者の見直しに係る掛金等の所得控除の適用  

〔所得税、．個人住民税〕  

確定給付型の企業年金のみを実施し企業型確定拠出年金を実施してい  

ない企業の従業員についても、個人型確定拠出年金の加入を認める。  

※⑨個人型確定拠出年金の拠出限度額の引上げ〔所得税、個人住民税〕  

他の企業年金を実施していない企業の従業員における個人型確定拠出  

年金の拠出限度額について、現行の1．8万円から2．3万円（月額）  

に引き上げる。  

⑩ 適格退職年金からの移行に係る厚生年金基金及び確定給付企業年金の過去   

勤務債務償却期間の短縮〔法人税、法人住民税、事業税〕  

平成24年3月末で廃止される適格退職年金から、厚生年金基金及び  

確定給付企業年金へ移行する場合に限って、一括による過去勤務債務の  

償却を認める。  

⑪ 日本年金機構に係る非課税措置の創設〔所得税、法人税、法人住民税、事   

業税など〕  

日本年金機構法によって設立される同機構につき、その公共性にかん  

がみ、非課税の措置を講ずる。  
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① 中国残留邦人に対する新たな支援に係る非課税措置の創設〔所得税、個人   

住民税〕  

与党中国残留邦人支援に関するプロジェクトチームにおいてとりまと  

められた中国残留邦人に対する新たな支援策を実施するに当たり、老齢  

基礎年金の満額支給を実現するための年金保険料相当の一時金及び生活  

保護とは別途の法律に基づく新たな生活支援のための給付金について、  

非課税とする等の措置を講ずる。  

② 戦没者の父母等に対する特別給付金に係る非課税措置の存続〔所得税、相   

続税、印紙税、個人住民税〕  

戦没者の父母等に対する特別給付金の8回目の継続支給等を行う場合  

に、当該特別給付金及び国債を担保とする金銭の貸借に関する書類等を  

非課税とする。  

③ 共済事業を行う消費生活協同組合又は連合会が共済事業を分離した場合に   

伴う税制上の所要の措置〔法人税、法人住民税、事業税〕  

一定基準以上の共済事業と他の事業との兼業が禁止されることになっ  

た改正生協法を受け、当該共済事業を行っている消費生活協同組合等に  

つき、共済事業を分離した場合の寄附金と受贈益を非課税とする。  

④ 理容師美容師試験研修センターにおける試験及び免許登録事業の非課税措   

置の創設〔法人税、法人住民税、事業税〕  

国からの委託により（財）理容師美容師試験研修センターが行う理容師  

美容師試験及び免許登録事業について、他の類似する国家資格に関して  

委託を受けている公益法人が非課税とされていることを踏まえ、同様に  

非課税とする。  

※⑤公害防止用施設に係る課税標準の特例措置の延長〔固定資産税〕  

公害防止対策の適正かつ円滑な推進を図るため、固定資産税の課税標  

準が1／3に軽減されている活性炭吸着式処理装置等及び1／2に軽減  

されている地下水浄化施設について、その特例措置の適用期限を2年間  

延長する。  
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※⑥中小企業投資促進税制の適用期限の延長〔所得税、法人税、法人住民税〕  

（再掲）  

医業、医薬品・医療機器産業、生活衛生関係営業等を行う中小企業者  

が、一定規模以上の機械装置、普通貨物自動車等を取得した場合に、そ  

の取得価額の7％の税額控除又は30％の特別償却を認める特例措置に  

ついて、その適用期限を2年間延長する。また、対象ソフトウェアの拡  

充の措置等を行う。  

⑦ 公益法人制度改革に係る税制上の非課税措置等の存続〔法人税、法人住民   

税、事業税、不動産取得税、固定資産税、都市計画税〕  

平成20年12月より公益法人制度改革による新制度が開始されるこ  

とに伴い、現制度の公益法人が行っている公益事業について、新制度に  

おいても引き続き税法上の非課税措置等を受けられるようにする。  
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